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千代田区議会議長様

タイトル

【全障害者における障害者福祉手当対象者の拡充についての陳情】

はじめに

前回「精神障害者における障害者福祉手当対象者の拡充について」についての陳情を致しました。

今回は、前回の陳情の判断材料としての資料を身体障害・知的障害・精神障害合わせて追加し、提出いたします。

本文

私は現在精神障害者保健福祉手帳2級を所持しております。最近の手帳更新によって3級から2級にあがりました。私が疾

患を発症した当時は、職場環境が原因で休職にいたり、収入が激減し、労働制限どころでなく働けなくなりました。発達障害

の特性上、仕事への過集中や家事等の自立が難しく、お金でなんとかカバーしてきたことが一切できなくなり何もかも失いま

した。生活基盤は崩壊、体重の激減や不眠、病状の悪化等、人生で経験したことがないことを幾度も経験しました。今回追加

で陳情を行う目的は、精神障害者に限らず全ての障害者において、行政が正しく障害者の実態を把握し、適切な支援を適切な

範囲に行ってもらうことにあります。

まず初めに、障害者手当の拡充を検討するにあたって参考資料「02-0~3」「11-1~3」を元に、千代田区の23区内で1

の位置づけや障害の判定基準を改めてご確認ください。精神に関してはトップクラスですが知的、身体に関してはトップクラ

スではなく、身体障害4級に限っては都内最下位タイです。また、障害の判定基準においては、手当の対象となる知的障害者

4度の方と手当の対象外の精神障害2級、 3級の方を比ぺてどうでしょうか。判定基準と現実的な実態を正しく認識頂きたい

と思います。その他手当については、参考資料「09-0」にて提示致します。

障害者手当における千代田区以外の地域の実態も参考としてあげておきます(参考資料:13・の。さいたま市において

は、心身障害者福祉手当の対象に精神障害者保健福祉手帳2級が含まれています。神戸市では、障害者特別給付金という手当

とは異なるものではありますが精神障害者保険福祉手帳2級を対象としています。藤沢市では、障がい者福祉手当として精神

障害者保健福祉手帳2級を対象としています。

令和 6年ヌ月30日

前回の陳情にて、国の指針に基づいた各旅客鉄道による賃金割引対象者の精神障害者への拡充の件をお伝えしましたが、〕R

以外の鉄道の状況についても「10-0-電車調査」資料内にて提示致します。JR以外でも明らかに対象を精神障害2,3級にも

拡充しております。また、「04-1~3」の各資料をまとめた「04-0」「05-0」および「データ分析結果」にもある通り、 3
...

障害の中でも精神障害者に対する経済的支援は圧倒的に低い水準にあります。生活保護制度における障害者加算では(参考資

料:06-0)、精神障害者保健福祉手帳1級は26,810円、 2級は17,870円の支給として、国が精神障害者保健福祉手帳2級も

経済的支援の対象として認めております。よって、他区の状況に合わせてではなく、千代田区の自治権を持ってして、先行事

例として、障害者手当等についても早急に対応するべきではないでしょうか。千代田区の住民は、人口が少なく(参考資料:
ア

08-0)高所得のわりに障害者への経済的支援の順位が東京都でみると高くなく、障害者福祉手当が他の地域とあまり変わり

がないです。千代田区は中、軽度の障害者にとっては、福祉に弱い地域であると考えられます。

以上より、全ての障害者に対して障害者福祉手当の拡充を行うことを要望いたします。

_ノ

余談ですが、今回根拠を提示するにあたり、様々な資料を参照する上で千代田障害福祉プラン(令和6年3月)P128

「(2)障害者数の推移①障害者手帳所持者数の推移」における障害者所持者数と事務事業概要(保健福祉音町令和4年度

版)におけるP272「事業実績」の延支給者数の数値に矛盾がありました。この数値の矛盾についても説明を求めます。(参

考資料:12-0)
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データ分析結果

人口

障害者数

障害者数割合

東京都所得ランキング

身体障害と精神障害者との月額合計金額の比率

知的障害と精神障害との月額合計金額の比率

生活保護

障害者加算額

身体 「02-0顕A4-全障害等級別ランキング_千代田区まとめ」シートの身体障害者の等級別の合計金額は、¥41,500・です。

身体障害者の餅及から3級まで合計した都内ランキング順位の値を見ると、

3級は、 10500円で、 11位である。

4級は、 0円で、 24~54迄東京都下最低同一である。

1級

知的

約67000人

2級

約2200人

人口に対して約30人に1人障害者

「02-0曹A4-全障害等級別ランキング_千代田区まとめ」シートの知的障害者の程度別の合計金額は、¥57,000・です。

知的障害者の1度から4度まで合計した都内ランキング順位の値を見ると、 10位である。 P3

4度は、 10500円で、 9位である。

2位約1000万

精神

約19.58倍

約4倍

最低限度の生活保護は2級も対象

「02-0巨A4-全障害_等級別ランキング_千代田区まとめ」シートの精神障害者の等級別の合計金額は、¥15,500・です。

26810円支給になっている。

精神障害者の合計ランキングの順位の値を見ると、確かに同-1位になってます。

しかし、障害児福祉手当にあたる国の制度では、¥15,690・です。

区の制度の方が少ない結果となっていると思います。

17870円支給になっている。

意見

身体 身体体障害者(1級~6級まで足した合計金額)順位は、 21位であるので、改善すぺきであると考える。

3級は、¥10,500円で、 11位であるので、改善すべきと考える。

4級は、 0円で、 24~54迄東京都下最低同一であるので、改善すべきと考える。

知的 知的障害者の(1度~4度まで足した合計した順位は、 1

4度は9位なので、改善すぺきと考える。

精神

21位である。

P 8, P12

障害者差別解消法なのか...一票の格差なのか、身体及び知的障害との比率の差が激しいので、拡充してほしいと考える。

約19.58倍実際の身体障害と精神障害者の月額合計金額の比率 P11

約4倍実際の知的障害と精神障害者の月額合計金額の比率
、

P7

P12, P15

、

P14

P12

P13

P3

キ

0位なので、改善すべきであると考える。
ゾ
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表紙

00-0■A4-図示

00-0巨A4-目次

01-0厘A4-全障害者における障害者福祉手当対象者の拡充についての陳情

02-0皿A4-障害者福祉手当一全障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)

02-1囲A4-障客者福祉手当一身体障害者(等級B小ランキンク

02-3圈A4-障害者福祉手当一梢神障害者ι等級別)ランキンク

03-0■A4-人口【人口と世帯数の推移】

04-0■A4-全障害者数邸章害者手帳所持者数の推移】

山.1羽A4-身休{身体障害者手帳所持者ノ等級別】【18虎以上】【18歳耒備}

04-3田A4 ・括神【箔神障害者保健福祉手帳所持者/等級別】【18歳以上】 n8歳未満】

(04-0巨A4-全障害者数【障害者手帳所持者数の推移】よリ105-0■A4-視覚化

(等級別)ランキング千代田区まとめ

06-0厘A4-生活保護の障害者加算

07-0■A4-東京都所得ランキング

08・0■A3-統計_東京都内所得からの障害者負担割合

09-0■A4-手当の給付福祉手当一覧りスト

10-0■A4-電車調査各私鉄状況

本書

11-0 ■A4-全障害者の等級の説明

1 ~ 2

3

11-1延A4-身体障害の等級表

4

5

11-3匪A3-精神障害の判定基準

12-0■A4-事務事業概要の障害者福祉手当について

6

13-0亜A4-参照資料等

7

8

ノ

色の説明:

■身体ーオレンジ

知的ーゴールド

■精神一青緑

匪緑一まとめ

9

10

]1

12

13

14

15

16

17

18

19 PI~3

20 21 22

23

24

25

26



匝匡D
』,."ノ寸
.1-.气 1:"

'"、^]ノ,、'1『、一「

L'、'.

^^ ^

^^^^冒

^^^^^^

^^ ^^

^

^^

ξ,
^^^^

^^^^^^^^^^^.^

^^

^^^^鬼^

^ ^^^^^^

^^^^^

、、"^

09.0頃A4-手当の給付福祉手当一覧りスト

^
^^^

ι,ト子゛0

02-0望A4-樺宮る垤祉手当一全障害名(身体譚嘗名'π的澤宍名・訥抑障主る){等級ヌ扮フンキング千代鐙区まとめ

^^

^^
^^

': .^^^

^^^^^^^

ι゛
^

__:ー
^^^^^

^^^

^^^^^^^

^

^^

^

^^

、』.、^

13-0旦A4-谷照貞料等

08-0翻A3-統計.棗京都内所栂からの障害勇負担割合

'1三参立才1多三支姦1点達^§、点才寺"

04-1盟A4-身体【身体紳害者手帳所持勇ノ等級別】 U81長」y上】 U8族未浸】
04-2皿A4-知的【変の手帳所持者ノ1皇度"1」】 n8歳以上】【18歳系満】
04-3■A4-靖神【枯神障署手;保ι封語祉手帳所持考ノ等殺別】【18歳以上】{181驫朱満】

^

^

1

そのi也

^^.^『冒^冒^^^■^^
■^^

■「」^^区.^^^昆^^^^

.、..ー ^^^
^^

:
^

克,;'
^^●^■^^.'

^^.L.昆^、^^

回

tいたよ市

都"市

応沢市

、・ 1

^区

1.^■区、..、^..

..."^^■...●..

^^,^^

益1-灣沙毛,1J゛ゞ"ンJ'莞毛、tり 4二京、゛ー

コ^'ーーJ=ー^

電、"乢^.゛^■^^^^.電"^→、、●
^^..昆^^^^^.^.→、^^

■
^^^^
^^^^.^^^..^^^^

.」^^

.

^

03,0厘A4-人口【ノ、口と世帯数の推1多】

07-0■A4-璽京都所得ランキング

^

06-0竪A斗一生江保護の海害右加算

ーー

^

^

1

ドー"
^^^

L、ー
1- ^^^

11
回

▲.

上ど ,1:

1
^^

^

02・1冒A4-庫審召瑪ユ止手当一身仏降害者(等鎖XI")ラン斗ンク

02-2亘A4-障客考福祉手当一知的体障害考(等級別)フンキング

02-3冒A4-障言七福祉千当一精神降害名(等級吊1.〕フンキンク

^

^
',ニ

05-0亜A4-視覚化

「ー

^

^

",.」:

04、0冨A4-全嘩冨名政【譚智岩チ帳所括名寂の推診】

(04-0厘A4-全降署者数【陣害者手帳所持者数の推悲】より)
主f、1

ι'急1ミ慕゛毛,^13,1二?ξミ往三

11-1~3

'・'、ー、ー、"'・.^1

12-0重A4-申ぷデ";章軽妾の沖智者福祉チ当{」ついて

^

^^,^^

^

^

^^

■^^

11'0劃A4-全陸害者の寺鞁の訳明

11-1劉A4-身体陣害の'当融表
Ⅱ・2亜A3-知的陣岩の卑害器足基凖

]1-3亘A3-請押陣智のキ1」足J正彗モ

^」

^

、^^^

^

,、:三、'-1' 1'1、、

^

.ニニ__1_.一Ξ

4-0

昆一ーーーー^

王

.「づーー、,

^

'''

t 、乏捻",癌'名三'途夕膨
1^

^

回

^

^

^

^^

』^」^

^

^

10-0匝<斗一、ゼ亦鄭」至i 古私鉄t犬況

^

^

二
三
二

=
一

f
 
-
.

風

戸
一

L
 
・
,
・
.

■
,
.
1
 
E
 
!
,

、
一
忌
一
一
二
一
,
=
.
、
、

.
゛

一
一

一

J

二一.一

一
.
-
L
 
-

一
・
、
三
一

L
~
ー,・ケ

ヨ
一

ゴ
L
 
」
.

●
■
●
.

一
一
三
一
、

:
、
三
一
一

.
▲
,
.
゛
、
:
一

一

一
,
」
一
.
、
一

一
、

,

=
!

一
'

、
L甕-4,

一
一
r
」

.

1
 
●

-
J
、

三
一

上

一
一

一

.
ー

一

ー
-
-
F
一
一

ー
ー
ー
[
,

〒



02-0■A4-障害者福祉手当一全障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)(等級卿D ランキング千代田区まとめ

下記のを元に資料を作成しました。

・「02-1■A4-障害者福祉手当一身体障害者(等級別)ランキング」

・「02-2■A4-障害者福祉手当一知的体障害者(等級別)ランキング」

・「02-3■A4-障害者福祉手当一精神障害者(等級別)ランキング」

障害種別 等級 金額

15,500

知的

順位

15,500

10,500

備考

5

1度

0

5~45迄同一

5

2度

11

0

5~45迄同一

3度

精神

24

0

41,500

4度

0

24~54迄東京都下最低同一

2

1~4度合計

2

15,500

2~54迄東京都下最低同一

ノ

0

15,500

2~54迄東京都下最低同一

1級

21

15,500

2級

3 / 26

諦及

10,500

5

57ρ00

1"~諦及合計

5~45迄同一

5 5~45迄同一

5

15,500

5~45迄同一

9

10

0

10~Ⅱ同一

15,500

0

1

1

1~ 4迄同一

1

1~54迄東京都下最低同一

1

1~54迄東京都下最低同一
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ト1102-1厘A4-障害箸福祉手当一身体陣害者(等級別)ランキング
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1

/ 1,

111
1111{
ι,、
L器
!γ.
N'N予

i二ι
トダ

tly

千代田区

2 中央区

3 港区

4

17,500

新宿区

5

17,500

文京区

6

17,000

ム貫区

才典气J-、ー、

7

16,500

鑾田区

8

1

15,500

江吏区

9

1

15'500

品J畦区

10

3

15,500

一

目円区

13

Ⅱ

4

15,500

渋谷区

大田区

14

釣

邑イX

5

15,500

i 1ξ

福生市

中野区

16

15

5

15,500

Ij

豊鳥区

杉並区

17

12

5

15,500

北区

世田谷区

18

1

5

15,500

荒川区

千代田区

19

2

5

15,500

坂1喬区

中央区

20

5

3

15,500

粁円区

芝区

?1

4

5

15,500

17,500

新宿区

足立区

22

5

5

15,500

17,500

葛飾区

文京区

2d

^剖

^)

゛ー.

tし
"'ゴ

ト

' J^

毛、、

ト'Ξ'、

6

5

15,500

17,000

八王子市

台英区

26

7

5

15,500

16,500

i

「

武厩野市

墨田区

28

8

5

15,500

15,500

青搗市

江爽区

29

9

5

15,500

1

15,500

府中市

品川区

30

10

3

5

15,500

15,500

昭鳥市

釘

目凪区

13

4

4

5

15,500

15,500

渋谷区

新宿区

訊布市

32

29

14

5

5

15.500

15,500

動田市

中野区

府中市

33

30

16

5

5

15,500

15,500

小金井市

豊島区

昭鳥市

1

35

17

5

5

5

15,500

15,500

、ノ

'

=

北区

文京区

36

日野市

46

18

5

5

15,500

15,500

吏村山市

荒川区

稲城市

37

35

19

5

5

15,500

15,500

国分寺市

坂橋区

胎

47

20

ヨ野市

5

5

15,500

15,500

偶立市

練円区

羽村市

40

15

21

5

5

15,500

15,500

15,500

狛江市

杉並区

足立区

41

38

22

5

5

15,500

15,500

15,500

貢大和市

葛飾区

国立ホ

ι2

2'

26

5

5

15,500

」5,500

15,500

八王子市

武鷹野市

清瓢市

43

26

1

5

5

15,500

13,500

15,500

吏久密米市

武厩野市

千代田区

ι4

?8

2

5

5

1

15,500

12,500

15,500

青街市

武謡村山市

中央区

ι5

29

10

5

1

5

15,500

12,000

15,500

府中市

今庠市

46

目円区

17

30

5

5

1

12,000

15,500

15,500

稲城市

昭島市

北区

47

35

20

31

4

5

5

11,500

15,500

15,500

羽村市

羽布市

却氏区

日野市

47

ι8

32

]8

5

5

5

11,500

15,500

15,500

羽村市

町田市

荒川区

あきる野市

49

開

飴

6

9

5

5

11,000

15,500

15,500

国"市

小金井市

西爽京市

品川区

23

26

16

35

6

5

5

10,500

15,500

15,500

豊鳥区

江戸川区

武蔵野市

3ι

28

日野市

13

36

8

5

5

10,200

15,500

15,500

小平ホ

青塩市

庚谷区

爽村山市

25

?8

37

45

8

5

5

10,000

15,500

15,500

国分寺ホ

青揖市

立川市

多摩市

10

34

45

27

開

5

5

10,000

15,500

15,500

小平市

多庠市

国立市

三朧ホ

11

50

姻

ι0

3

5

5

10,000

15,500

15,500

亜多摩

港区

狛江ホ

凱葭村山市

12

51

29

41

6

5

5

15,500

15,500

大鳥支庁

府中市

台爽区

英大和市

9,500

13

52

舶

U

7

5

5

15,500

15,500

12,000

三宅支庁

8,500

盾瀬ホ

蝿田区
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53

あきる野市

13

33

ι3

8

5

5

15,500

15,000

12ρ00

八丈支庁

小金井市

英久密米市

8,500

江爽区

13

a]

弘

44

]9

5

5

15,500

11,500

:エ;ー

8,000

武疏村山市

坂橋区

爽大和市

フ,750

小笠原支斤

16

3]

22

45

气j玉゛J.ン

5

5

15,500

「"、トノ〕J

11,000

ノ't

8,000

多庠ホ

葵飾区

6,000

羽布市

ム^'^^,"^^^ J゛へ J,^『
一

十

ノ

」 」
ゴノ
メ

ιノア

ヲ1t、二ご ノ゛ノ、"、ー■
゛

一
}
ノ

'ハ
ヘ

ノ

、゛','ノ"、"』ノ'、゛,、 J、、轟/" J ",、,'ノ" J ',,0,}, 1 /,>、'、J
、
▲ 4^ノノ

J

ノ^^
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J ゛'
小金井市 1,500 日野市 55,0001 33 1 35 11

1
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0
/
J
 
゛
 
J
 
)
ノ
'
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J
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、A'゛10 羽村市 55,0001 1 千代田区 訂 1

武3 0 54,0002 中央区 29 府中市 3 {メ
三<1" 1

,jン14 3 港区 0 38 囲立ホ 54,000 3
、

、、、づ゛
1ノノさ

8,000 5 53,000 54 新宿巨 0 26 武蔵野ホ ^^

8ρ00 5 05 文京巨 30 括島市 50,500 6

ゞ、,1フ,750 7 48,5006 台更区 0 ム6 1石城市 7
X ,キ

、1フ,700 08 鑾田区 39 福生市 48,000 87
1、

フ,500 9 8 江玉区 0 28 青撫市 47,000 9

t二,1フ,00 10 品川区 0 小金井市 47,000 99 33
^

6,50 11 自煕区 0 多摩市 47ρ00 9 ＼き10 ι5

6,100 12 大田区 0 折宿区 46,500 1211 '

ノ

6,000 13 蛇 世田谷区 0 武蔵村山市 46,400 13ι4

福生市 6,000 1339 玲 渋谷区 0 杉並区 45,500]5 14

西爽系市 5,500 15 <
ム9 中野区 0 ι8 あきる野ホ 45,000 15N ノモ

狛江市 5,400 16ム0 杉並区 0 文京区 44,500 1615 5 ノ

ノ、 j
'イJ

17 5,000 17 0 43,20023 江戸川区 16 豊島区 亙大和市 1741
^

ノノ

17 稲城市 5,000 17 006 北区 鋼右市 43,000 1817 3]
虫

19 立川市 4,500 19 0 42,00025 18 荒川区 49 西亙京市 19
"

19 三鷹市 4,000 20 027 玲 板橋区 ι0 狛江市 41,800 20 yゞ、1
8,000 19 昭鳥市 4,000 20 030 20 抑円区 千代田区 41,500 21Y

ノ
一
ぞ
゛
ノ
」
、
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ン
ノ

フ,750 22 4,000 20a2 清瓢市 21 足立区 0 中央区 41,200 222

フ,750 22 a3 寅久留米市 4,000 20 葛姉区 0 41ρ00 2322 10 目円区 ^

フ,750 22 千代田区 0 24 江戸刈区 0 41,000 2323 17 北区 'J ^
七

イV

フ/50 22 2 中央区 0 24 八王子市 0 41,000 232ι 20 練円区

フ,750 22 港侭 0 24 立川市 0 40,500 263 25 12 世田谷区

フ,750 22 新宿区 0 24 武羅野市 0 40,500 26 ^「ノ昆4 26 ]8 荒川区

フ,750 22 文京区 0 24 三庵市 0M 小平市 5 27 お 江戸川区 40,000 28

1武蔵村山市 フ,700 29 0 24 0 39,5006 台真区 28 青櫛市 9 品川区 294d
J

フ,500 30 0 24 0世田谷区 7 饗田区 29 府中市 大田区 39,500 2912 Ⅱ ^

'

フ,000 31 0 245 福生市 8 江爽区 30 詔鳥市 0 ]6 豊鳥区 39,500 2939

ニ、。1フ,000 31 0 24 即布市 05 あきる野市 9 品川区 3] 13 渋谷区 39,000 3248 1
,

6,500 33 0 24 05 胎 小金井市 10 目黒区 32 団田市 42 苅瀬市 39,000 32 ノ> 1
ヘ,Jt畔

卓

6,100 34 六田区 0 24 0 爽久留米市 39,0005 砺大和市 Ⅱ 3ム 小平市 a3 32U

6,000 35 0 24 015,500 5 姻亦市 12 世田谷区 35 日野市 3 危区 38,750 3531 1、

5,500 36 0 24 015,500 5 的 西爽京市 ]3 皮谷区 36 靈村山市 6 台貫区 38,750 35
^

5,400 37 中野区 0 24 015,500 5 狛江市 N 訂 国分寺市 塁田区 38,750 3540 7

5,000 38 0 24 015,500 5 中野区 15 杉並区 38 囲立市 8 江更区 38,750 3514 '. ^JJ

5,000 38 0 24 015,500 5 江戸川区 ]6 豊鳥区 39 福生市 19 坂橋区 38,750 3523
^

4,500 40 0 2415,500 5 大田区 北区 do 狛江ホ 0 22 葛飾区 38,750 35Ⅱ ]フ
'ー

4,500 40 0 24 爽大和市 015,500 5 立川市 ]8 荒川区 U 中野区 36ρ00 4125 1ι

J二15,500 5 足立区 4,000 42 19 板橘区 0 24 舵 清瀬市 0 足立区 35,000 42稲城市 21 21ι6

15,500 5 4,000 42 20 粁円区 0 24 吏久密米市 0 八王子市 31,000 43羽村市 力 三庶市 43 24ι7

15,500 5 4,000 42 足立区 0 24 武尿村山市 0 町田市 31,000ι2 清瀬市 21 44 32 43ι8 あきる野市

15,500 4,000 42 葛飾区 0 24 多摩市 0 小平市 31,0005 5 43 吏久留米市 22 45 3ι 43ι9 西爽京市

0 46 八王子市 0 24 1,盲城市 0 31,00015,000 46 八王子市 24 ι6 36 爽村山市 4346 23 江戸川区 24

0 46 動田市 0 24 羽村市 0 31,00047 フ,750 47 32 助田市 32 ι7 37 区分寺市 43泌 小平市

0 46 東村山市 0 24 0 立川市 2」,0006,000 48 36 爽村山市 36 ι8 あきる野市 25 4848 25 立川市
"゛

0 46 国分寺市 0 24 0 16,000三鷹市 4,000 49 留分寺市 37 ι9 西真京市 27 三鷹市 494,000 49 訂 37
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50 西多庶 ? 46 西多摩 ? 24 西多庠 7 50コ 50 50 50 西多庠 0? 50 50 西多摩 50
ノ
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J

? 46 大島支庁 ? 24 大鳥支庁 ? 六臭王庁 0大鳥支庁 ? 50 六島支庁 51 51 51 50? 50 5]5]
ノ
、
、? 46 三宅支庁 つ 24 三宅支庁 ? 0 50? 50 52 三宅支庁 52 52 5? 三宅支庁? 50 記 三宅支庁

1
7 24 ?50 八丈支庁 7 46 飴 八丈支庁 八丈支庁 八丈支庁 0 5050 八丈支庁 7 53 53 53? 脇

46 つ 24 Ijl50 ? 54 小笠瞭支庁 小笠畷支庁 7 小笠原支庁 0 5050 小笠原支庁 コ 馴 小笠原支斤 54 50? 馴
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02-2■A4-照害者福祉手当一知的体障審老(等紐別)ランキング

「0?0■μ全障害杏千代田まとめ」に記歳するための村料τ・す

NO 23区

11 大田区

39 福生市

市・貰庁写

15 杉せ区

1? 世田谷区

1 千代田区

2 中央区

1度

3 き区

17,500

4 新宿区

17500

5 文京区

順位

17,000

6 台玉信

16,500

7 鑾田区

15,500

8 江玉区

15,500

9 品川区

]0

NO

千代田区の煩位が記靴されておりま丁

15,500

目皿区

玲

15,500

洗谷巨

14

15,500

中野区

23区・市・支庁等

Ⅱ

16

15,500

大田区

豊鳥区

39

17

15,500

福生市

北区

15

18

15,500

15,500

杉堂区

式川区

]2

19

世田谷区

坂橋区

20

15,500

1 千代田区

沖叫区

21

2

15,500

'央区

2度

足立区

22

3

15,500

港区

訂住区

20

17,500

4

15,500

釿宿区

八王子市

?6

17 500

5

15,500

文京区

武厩野市

頂位

28

17,000

6

15,500

台爽区

青栂市

29

16,500

7

15,500

鑾田区

府中市

30

15,500

8

15,500

,1真〔亘

昭鳥市

NO

31

15,500

9

15,500

品川区

i四.『:巾

10

32

15,500

15,500

目皿区

町田市

13

33

15,500

15,500

23区・;5,支庁尋

渋谷区

Ⅱ

小金井市

M

35

15,500

15,500

大田区

中野区

39

日野市

16

36

15,500

15,500

福生市

豊島区

]5

逝村山市

17

37

15,500

15,500

オ三マe区

北区

12

国分寺市

18

38

15,500

15,500

せ田谷区

荒捌区

日立市

19

ι0

15,500

1

15,500

千代田区

坂橋区

狛江市

20

ι1

15,500

2

15,500

3座

中央区

井円区

爽六和市

?1

ι2

15,500

15,500

き区

足立区

庸顯市

17,500

22

ι3

15,500

15,500

折砧区

葛飾区

東久留米市

24

17,500

ι4

15,500

5

15 500

文京区

八王子市

武競村山市

26

17,000

ι5

15,500

6

15,500

ム爽区

武及野市

今序布

28

16500

ι6

7

15,500

15,500

鑾田区

青痴市

1信城市

29

15,500

ι7

8

15,500

15,500

、エ,;区

応中市

NO

羽村市

30

15,500

48

9

15,500

15,500

品川区

昭鳥市

]0

あきる野市

3]

15,500

49

15,500

15,500

目凪区

羽右市

13

西爽京市

15,500

32

23

15,500

15,500

23区・市・支庁芥

渋谷区

町田市

N

江戸川区

ι

15,500

33

34

15,500

15,500

折宿区

中野区

23

小金井ホ

16

小平市

15,500

35

25

15,500

15,500

江戸川区

豊臭区

日野市

]1

立川市

15,500

5

36

27

15,500

15,500

文京区

北巨

46

画村山市

18

三庖市

15,500

37

50

15,500

15,500

稲城市

荒川区

35

国分寺市

19

西多序

15,500

38

5]

15,500

15,500

ヨ野市

桓橋区

47

田立市

20

大臭支庁

15,500

ι0

52

15,500

4座

15,500

羽村市

舒円区

15

拍江市

れ

三宅支庁

15,500

心

53

15,500

」5 000

杉並区

足立区

38

15,500

東大扣市

22

八才支庁

15,500

42

54

15500

囲立市

葛ι缶区

フ,750

15,000

盾頴市

24

小生伊支庁

1

15,500

ι3

15,500

順位

千イ、田区

八王子市

6,000

13 500

爽久留米市

26

15,500

2

ιι

15占00

中央区

武蔵野市

10

4,000

12500

武及村山市

つ

28

15,500

ι5

15,500

目凪区

46

青物市

17

12000

今序市

つ

29

15,500

受の手帳

ι6

15,500

北区

NO

47

応中ホ

20

12,000

福城市

コ

30

15,500

ι7

15,500

井円区

48

昭呉市

18

11,500

羽村市

コ

31

15,500

48

5~45迄同一

15,500

π川区

49

羽布市

11 500

あきる野市

つ

32

9

15,500

49

15,500

お区

15

品川区

50

助田市

16

10,500

西爽京市

33

15,500

23

15,500

杉註区

豊鳥区

50

小金井市

13

10,200

4

江戸川区

35

15,500

M

15,500

折宿区

渋谷区

50

28

日野市

10000

5

小平市

36

15,500

25

15,500

文京区

'獅市

23

爽村山市

50

45

10000

立川市

37

1座

15,500

27

15,500

江戸川区

46

多庠市

50

国分寺市

10,000

三雁市

38

3

15 500

50

1后城市

15,500

15,500

35

港区

国立市

西多庠

40

1~4度合計

6

15 500

5)

9,500

15,500

ヨ野市

39

台東区

狛江市

六凡支庁

U

7

11

」5,500

順位

8,500

52

15,500

掘生市

ι7

墨田区

珂大和市

三宅支庁

ム2

11

8

15,500

5位

8 500

53

15,000

羽村市

62,500

38

江爽区

丙瓢市

]9

八丈支斤

03

14

15,500

8,000

励

国立市

62000

坂1禹区

フ,750

爽久留ポ市

22

1

小竺原支庁

0ム

15

15,500

8000

弧的一順位

千代田区

60,000

葛飾区

Ⅱ

6,000

武鵡村山市

3ム

05

15

15,500

8,000

大田区

60000

小平市

4,000

Oa

多序市

2

a6

17

IS,500

フ,750

中央区

59,000

武産村山市

10

稲城市

29

47

17

15,500

フ,750

目皿区

58 500

48

府中市

]フ

羽村市

48

7

a8

17

15,500

フ,750

北区

20

58,500

49

あきる野市

あさる野市

つ

33

49

20

15,500

5~45迄同一

フ,750

〒T円区

58,500

小金井ホ

]8

50

亜靈京市

?

ι1

23

20

15,500

フ,750

荒川区

58000

50

江戸川区

31

9

巨六和市

泓

20

15,500

フ,750

品川匡

57ρ00

16

汎布市

50

小平市

39

25

20

15,500

フ 750

豊鳥巨

57,000

]3

福生市

50

立川市

'9

27

20

15,500

フ 700

渋谷区

56,700

28

50

西爽京市

三庖市

ム0

2度

50

20

15,500

フ,500

肖1噂巾

56,500

巧

拍江市

西多庠

M

51

20

15,500

フ,000

15,500

多疹市

56,500

中野区

才鳥支庁

Ⅱ

52

27

15 500

6 500

慈区

56,500

大田区

三宅主庁

10

6

25

53

28

Ⅲ位

15,000

6,100

ム爽区

56ρ00

立川市

八丈支庁

10

21

7

5位

5'1

29

6000

型田区

55,000

フ,750

足立区

12

小笠原支斤

27

8

30

6ρ00

江爽区

55000

三鷹市

6,000

19

13

30

31

5,500

坂橋区

54500

4,000

昭鳥市

22

?

13

収

32

5,400

葛姉巨

54,500

44

病瓢市

?

13

43

32

5,000

武葭村山市

48

54,500

爽久留米市

29

つ

16

柁

34

4,500

府中市

49

54,250

a8

世田谷区

コ

17

2ι

5~45迄同一

35

4500

あきる野市

50

54,250

33

八王子市

コ

17

26

36

4,000

小企井市

50

54,250

U

武立野市

19

32

37

4,000

真大和市

50

54,250

雛

ヨ1田市

19

36

37

4,000

細右市

50

54250

爽村山市

49

19

37

39

4ρ00

西更京市

50

国分寺市

54250

ι0

3座

22

50

39

4,000

拍江市

54200

亜多庠

N

22

51

39

15,500

中野区

大鳥支庁

54,000

2]

22

52

39

足立区

53,500

三宅支庁

30

22

順位

脇

39

昭鳥ホ

八丈支庁

53,000

42

22

5位

5ム

44

,み,韻市

小笠原支庁

52 600

43

22

44

爽久留米市

52 500

]2

28

44

佳田谷区

7

52 000

20

29

44

?

八王子市

26

51900

30

44

?

武驫野市

51,500

32

市・支斤葬頂 .

11111

221

33333

34444

55555

65555

67555

67555

99555

扣555

Ⅱ55

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

31555

32555

33555

34555

35555

36555

50,500 37555

50500 37555

50,500 37555

3750,500555

49,500 41555

46,500 42555

46,500 42555

46,500 42町田市0555

46,500 4236 英村止市0555

46500 42幻 国分寺市0妬妬

31 000 473ι 小平市0UU

22 500 4825 "川市0

16000 4944 27 三鹿市0

50050 50 西多疹枢祉率務所

50 六月支庁 50051

50050 52 二宅ズ庁

5007 50 ハ丈支庁53

5007 50 小笠即支庁54

1~4庶合計4座 順位 狐的一順位

10位9位 57,00010,500 10~H 同一
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02.3■A4-蹄害岩福祉手当一精神陣害岩(等級別)ランキング

「020亜A4全肌奔老千代田まとめ」に元莪するための材瓣です

NO 23Ξ

1 千代田区

3

ヰ1・士^^

匙区

4 折宅区

2 中央区

5 文亰区

17

1級

北E

20 ヰ正区

18

15,500

荒川区

9

15,500

品川区

13

順位

15,500

モ谷区

7

10,200

學田区

22

10,000

芯飾区

12

NO

10,000

世田谷区

14

23区,市・支斤等

10,000

中野区

千代田区の順位が診弐されております

1

15

千代田区

杉並区

2

9,500

11

中央区

大田区

3

21

8,500

他区

足立区

4

8000

6

新宅区

台吏区

5

フ 750

8

文京区

江マ,1区

6

2鍛

フ 750

扣

で;」.1^

目川区

7

5000

而

梁田区

ⅡⅡ11「艾

8

5000

]9

江真区

板1再区

9

11

23

5 000

品川区

10

順位

江戸N区

13

4500

2d

目則区

11

八王子市

13

4000

25

大田区

訟

立川市

13

26

世田谷区

玲

NO

武陵野市

16

27

:1§呈,^

]a

23星・町・支庁界

三庵市

17

28

1

中野区

]5

千代田区

占描市

18

29

2

杉批区

16

中央区

府中市

18

30

3

豊H区

17

勉区

昭H市

18

31

4

北区

18

新寄区

鯛ち市

18

32

5

荒川区

19

文亨区

町田市

18

33

6

坂1轟区

3級

20

「^」、!邑:

小企井市

18

34

7

坏工区

21

梁田区

小干市

18

35

8

足立区

22

江天区

田野市

18

36

9

訂飾区

23

品川区

藁村山市

18

10

幻

順位

江戸川区

?4

ヨ川区

国分寺市

18

Ⅱ

38

ノ入王子市

25

大田区

国立市

18

12

39

立川市

26

1竺田谷区

コ五生市

18

13

40

NO

武葭野市

27

渋谷区

狛江市

18

N

41

23塁・戸i・憲庁鮓

三鷹市

28

1

中野区

真六和市

18

]5

42

千代田巨

/11可市

29

3

杉並区

吊淵ホ

18

16

ι3

危区

府中市

30

4

豊冉区

爽久侍米市

18

17

44

新」ヨ区

昭鳥市

3]

2

北区

武琵村山市

18

玲

45

中央区

翻ち市

32

5

荒川区

■庁内

]9

18

46

文京区

町田市

]フ

33

板に区

1~3紐合計

松戟市

18

20

47

北区

小企井市

20

34

ヰ正区

羽村市

18

21

ι8

圷工区

小二F市

]8

35

足立区

あきる野市

18

22

ι9

并川区

15,500

臼野市

36

9

蘭仰区

西声京市

18

23

50

品川区

15 500

交村山市

13

37

江戸川区

西3庁

精神一順位

18

24

5]

渋谷区

国分寺市

15500

38

7

八王子市

六臭支庁

25

)8

52

學田区

10 200

国立市

22

39

立川市

三宅支庁

26

18

訂飾区

胎

10000

コ「1生市

12

'0

武鳶野市

八丈生庁

?フ

18

世田谷区

5a

狛江市

10,000

14

U

三鷹市

小生煩支庁

?8

18

中野区

東大和市

10000

15

42

占拘市

29

18

杉並区

ノ」瀬市

11

?

9 500

43

応中市

30

18

六田区

柬久Ⅷ米市

2】

7

ιd

8500

昭.月市

朽抑降害吉保伽埼祉

31

18

足立区

武霞村山市

つ

45

6

8,000

網布市

32

ι^,!^

3序市

?

フ,750

46

8

由田市

1~ι迄岡一

胎

江爽区

禿城市

10

つ

?

フ,750

a7

小金井市

剥

目川区

羽村市

]6

7

48

5,000

小平市

35

豊鳥区

罰きる野市

]9

?

49

5,000

日野市

36

坂托区

西爽京市

お

つ

50

5,000

夷村山市

憐

37

江戸川区

西3庁

2d

?

1き重

4,500

5]

国分寺市

38

八王于市

大島支庁

25

11

4ρ00

52

国立市

豹

立川市

三宅支庁

26

13

53

15,500

杯生市

ι0

武纛野市

八艾支斤

27

13

5酉

狛江市

41

三朧市

肌位

小笠貞烹庁

28

13

夷大和ホ

ι?

ム拘市

29

16

,h濶市

43

?

府中布

30

17

ηT久帝夫市

'ι

コ

昭.月ホ

31

18

武n村止市

45

1円布市

32

18

多序市

ι6

町田市

]~54 同一

33

18

稲城市

?

ι7

コ

小全井市

N

18

羽村而

つ

48

小干市

35

18

島きる野市

コ

49

日野市

36

18

西才11"市

コ

50

東村山市

37

18

西1冴

7

2、及・ 3鰻

国分寺市

51

38

18

52

国立市

七鳥支庁

39

18

=工三='1〒

53

石生市

η0

18

八丈支庁

5』1

狛江市

41

18

小萱応主庁

忽位

0

柬大和市

42

18

,,'」;H市

ι3

?

18

亦久詔諏市

ι4

コ

18

武蒜村山市

ム5

つ

18

多庠市

46

?

18

1~5ι同一

紀城お

つ

47

?

18

覗村市

7

48

18

あきる野市

つ

的

18

西真京市

7

50

18

西1!フ

?

2キ及・ 3リミ

51

18

大鳥支庁

52

18

三宅支庁

胎

18

八艾支庁

5●

18

小笠戸主庁

0

18

18

つ

1

18

)

18

?

18

?

1~54 1司一

18

?

?

18

?

18

1~3級台計

?

15,500

頴位

1
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4

5

5

5

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

8

0

0

9

0

0

W

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

位頴

0

0

0

0

0

0

0

8

8

1



03-0圏A4-人口【人口と世帯数の推移】

P126

千代田区障害者福祉プランの令和6年千代田区版を元に記載してます。

【人口と世帯数の推移】

年

「08-0匝A4-統計_所得からの障害者負担割合」を作成するにあたり使用しました。

平成29年

平成30年

令和元年

男

【年齢3区分別人口推移】

令和2年

29,801

令和3年

30,572

女

令和4年

31,700

29,987

令和5年

32,834

30,697

合計

33,518

31,935

59,788

33,564

33,108

61,269

33,902

P127

33,698

63,635

33,485

65,942

34,009

67,216

【年齢3区分別人口推移】

67,049

老人

67,911

10,786

10,900

生産年齢

10,987

41,452

11,113

42,405

11,222

年少、

44,251

11,269

フ,550

45,947

11,344

合計

フ,964

46,738

8,397

59,788

46,573

8,882

61,269

47,380

9,256

63,635

高齢化率

P15

9,207

65,942

9,187

67,216

18.04%

67,049

17.79%

生産人口率

67,911

17.27%

16.85%

69.33%

16.70%

69.21%

年少率

16.81%

69.54%

16.70%

12.63%

69.68%

13.00%

害リ合'

69.53%

13.20%

100.00%

69.46%

13,47%

100.00%

69.フフ%

13.フフ%

100.00%

13.73%

100.00%

13.53%

100.00%

100.00%

100.00%
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04-0匝A4-全障害者数邸章害者手帳所持者数の推移】

下記のを元に資料を作成しました。

「04-1厘A4-身体【身体障害者手帳所持者/等級別】【18歳以上】【18歳未満】」

「04-2亜A4-知的【愛の手帳所持者/程度別】【18歳以上】【18歳未満】」

「04-3亜A4-精神【精神障害者保健福祉手帳所持者/等級別】【18歳以上】【18歳未満】」

P128

横にPページが記載されているのは、障害福祉プランに記載されております。

年

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

嘉E障丁者手帳所持者数の推移a-.●f智"恐ル4弓*ゞ■.子"'●W*.■●*,加鄭、郡武徐兆""鄭郵龜む辻■一●一弐琴ハ■.■恐・,々・ー"、、女一・心一.、

令和4年

身体一一熊*、、、謬
、,占◆+"-JJJゞJ ^『二ごノ゛玉二ξ゛,ji'」.ー,"

令和4年度ベースで金額を集計してみました。補足事項:あくまで全数の重複を考慮しないで作成しました。

令和4年

1,206

障害種別

1差異、上..、,.辻一.が"ン.

1,197

1,227

1身体一ゞ゛"'ーー、,等六,ザ*
Ct゛ノく、、'ノ→~ J J -',三田七J、、ー'1/'Jで立1-1, J "、'i、J<',"[

1,247

1,253

1,265

知的

224

f 1主▼1ξヅ驫Lぎ浅毛ly子、・f・y五"斯i

233

272

精神

268

全一"-N、、',.ゞ

1唇歳以1ヒ1突厶弓

生8歳末満事,努シ・X

288

1,430

会旧弓,,,"ー'*ー、、,・,bl、
三二,"4-.邑',,"'、、f " 1、式、i.、瓢1'"゛

278

1,430

月額」合計金額

1,499

①一①

全

1,515

①一②

18歳以上

P 9

1,541

①一③

18歳未満

P I0

13,658,500 ①一⑭

1,543

①一④

全

P 11

①一母

18歳以上

愛

①一⑥

18歳未満

①一⑮

①一⑯

内訳

2,790,500 ②一⑭

13,165,500

②一⑭

②一⑭

149

年間一合計金額

妾今,買フτ

697,500

148

493,000

②一①

152

②一②

1,フ72,000

17,146,500

182

163,902ρ00

②一③

③一⑭

1,018,500

精神

195

②一④

211

(亘)^(5ン、

内訳

②一⑥

33,486,000

268

考參,累兀

294

③一①

327

157,986ρ00

③一②

382

8β70,000

③一③

割合

449

5,916,000

③一④

487

1β47

205,758ρ00

③一⑤

21,264,000

1β72

79.669'0

③一⑥

12,222,000

1,978

内訳

2,079

2,185

16.279'0

2,241

76.789'0

2.889'0

4.079'0

10.339、0

100.ooqo

5.94VO

100.009、0

8 / 26
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04-1匝A4-身体【身体障害者手帳所持者ノ等級別】【18歳以上】

「04-0盟A4-全障害者数邸章害者手帳所持者数の推移】」に記載するための材料です。

横にPページが記載されているのは、障害福祉プランに記載されております。

P129

福祉手当

年

平成29年

平成30年

ι身体障害者手卿7斤持者y等級%嶋三111

令和元年

a8歳未満】

令和2年

令和3年

1.級、ー..・、メ.,、

令和4年⑬

15,500

P130

令和4年金額

①一⑧

15,500

424

をノ、JJJ J、、'/J

2級一・い、、魚
、".ノψ゛y'.5/1 /」、゛ノノム、゛

422

428

ト、ノ十゛ノ司 4J

乎,、ぐSイニご、"ι1^"

福祉手当

〔f '・(§〕

10,500

444

6,587,500

①一⑦*⑬

年

444

241

平成29年

JJ'ノ、!、J'

ノ、JJ JJ Lム、゛ノ

235

平成30年

、.

ミ【1身体障害者手n§所1寺者y等キ弼U,1flB歳以上a■、,X'、ータj¥、,、ンひ,●y炎ンイf途1へIJ、、●、かにー

240

、",ー"ハ・,、!ー'
1ミニ, 1、"イン、左¥,^.!S^

令和元年

(i)ー{⑩

258

①一φ

15,500

令和2年

3,952,500

①一⑧*⑬

1ミー^

249

282

令和3年

J

§、ー

^

278

令和4年①一⑳

P131

282

令和4年金額

0

ノ

283

fi)ー(a)

15,500

3,118,500

①一⑨'⑬

¥"
1

357

296

、J人气
ノι」

412

368

2級一ーー"六・
^イェ{.' JJJ.、" j1イノ,J、

297

^

ι゛ノ^{.、ノ
J

、、、ム

413

ゞ

372

①一⑫

0

:1'長t,1ιξ、太,瀞シ、ニ、

417

391

福祉手当

①一⑨

10,500

▲气

428

工

397

6,339,500

①一⑦*⑳

年

ノ

59

①一⑩*⑬

6級ン,ー,、ふ

428

ノ

、ノ

234

409

平成29年

J゛J '、ゞ1●ゴ、、ム气

i',,、,,ー'、゛"ノ.く',

62

409

226

平成30年

63

0

0

11【1易体,障青者手φ§所1寺者11獲繊11江8歳未満,】武lk晢f、ジ,t三¥1む1心、ンー塗答ンξ4謡、、,ご寺

230

令和元年

57

4)ー・i@

248

①一⑦

15,500

令和2年

3β44,000

①一⑧*⑳

ム.十゛■

67

67

①一⑪*⑬

242

271

令和3年

65

71

11、1^11、・ご、・・'j ・,ミ1、,,y1工"゛、_ノ《ι.エ'1゛1'、 L゛;、、、

248

114

266

令和4年

0

263

令和4年金額

82

①一⑪

0

267

①一⑧

15,500

2,982,000

①一⑨*⑳

88

①一⑫*⑩

1,430

354

279

'5級{等§.、'J◆,ノー七.~、゛ン●.'」ιy'ノ、ノ、

86

1,4・30

老き1系ラ云÷イ

364

284

1!^11tJ.〆1tf 品ξ一jj?"く/1'ヅニ,

12

1,499

0

①一①

370

年

、,ノ^、J ^

13,658,500

①一⑭

①一⑫

1,515

0

9

①一②

388

平成29年

11

d,、一⑨

10,500

1,541

①一③

391

16級}、、L一●'ゞ

平成30年

16

55

①一⑩*⑳

1,543

①一④

402

①一⑦*⑳

S3t1春に÷蕊'ι太'心ハ

令和元年

248,000

16

58

(i)ー、弓、

7

令和2年

16

58

0

0

①一⑥

9

主1 ゛fシイ゛~il}1、"ゞCゞノ'モ異二や三イヤξ"/jり64W゛メ1、、勺 L ' j' 1;Y「:'之、-Jミ・り゛'乏",塗●オ"'ミ゛イぎ、ミくし、子'1 加●、」三゛'寸"亀」子、、 11、Aン〔弓イ勺1.1゛身典1ゞ恐jぐε jミ三、ξ島'●1 、ミyイ、■今ご゛ー、÷ぢ"1

令和3年

10

①一⑩

53

;1'^1ケt嘉、.之丈三1゛Tξ'゛、ψ,争ノ樹.1ン゛凹、゛.之μイ;弐1二'

令和4年

10

64

①一⑪*⑳

64

①一⑧*⑳

1④底"、ぶ'、,

108,500

61

69

11

7

108

12

29.65qo

0

7

75

①一⑪

19

0

29.510允

f^t1区乏呉、、,メをゞ1、、三・

81

①一⑳、血

16

1β90

28.55yo

S/1豆1参'ず叉叉<典jl

①一⑨ゞ⑳

80

17

1β88

136,500

29.319、0

3

13

1,446

28.81%

0

16.859,'0

4

①一⑫

1,459

0

27.549、0

16.439、0

2

Bシ級S三葬マ証j試

①一⑮

1,485

16.01%

13,165,500

3

6j=1リ"ニメj葬;1

①一⑩*⑳

1,492

17.039'0

4

6

16.169'0

4

7

19.72yo

0

0

16.539'0

5

19.44qo

五11及J1男怒、ニミ。鄭む

4

18.81%

=ート、ひ§i,ノ.●,、y,ぐ厶0力く

①一⑪*⑳

3

3

18.689'0

4

2

24.979、0

19.21qo

0

6

25,73qo

19.259'0

、5J級*ー,シゞ●趣っ

7

24,829'0

①一⑳*⑳

7

25.819'0

40

6

25.769,'0

4.139,0

42

0

26.51%

4.349'0

16"1^1欝ーリイ1発'4毛

53

4.209、0

①一⑯

56

3'76qo

56

493,000

4.69qo

4'359'0

51

4,55qo

4.60yo

」^旦}Ξ、1气・ごイご'之ν,ジみ三§々1jイ

フ.619'0

5.419、0

5.719、0

100.009'0

5.57qo

100.009'0

100,009'0

100.009、0

100.ooqo

100.009'0

9 / 26

、、

イベ
イ.イ

や
、
゛

ノ

、
Nど
厶
Σ

ノ

、

ヘ

、
゛
、
'
イ

ノ
一
、
一
,
一

⑪

ケ
、

一1

)
ノ
ノ

J

ノ

A
/

J

'
、
ー
ム

ー
ノ

ム

級

-
J

、
、
).
J
 
゛

ノ

4
,
,
ノ

U

〕

松
~

〕
一
ノ

才
§
一
三

、合

゛
t
/

゛
t
/

゛
'

J

級4 、
.
ノ

J

一

-
q

+
 
t
x
 
.

、
'
、
χ
゛

↑
d
、

級4

一

ノ
,
ー
ノ
ノ

ノ

二
y
~

扱
-
ー
ハ

、
、
血



04-2回A4-知的【愛の手帳所持者/程度卸n

「04-0皿A4-全障害者数【障害者手帳所持者数の推移】」に記載するための材料です。

横化Pページが記載されているのは、障害福祉プラン紀記載されております。

P135

【18歳以上】【18歳末満】

福祉手当

年

平成29年

平成30年

【愛の手帳所持者/チ呈度別】

令和元年

②一⑦

令和2年

令和3年

1度

15,500

令和4年②一⑬

P135

令和4年金額

②一⑧

2度

5

15,500

5

②一⑨

4

福祉手当

124,000

②一⑦*⑬

7

年

39

3度

7

平成29年

15,500

37

8

平成30年

35

②一⑩

【愛の手帳所持者ノチ呈度別/18歳以上】

令和元年

②一⑦

821,500

②一⑧*⑬

48

令和2年

51

43

4度

令和3年

10,500

1度

53

43

15,500

令和4年②一⑬

P136

41

令和4年金額

②一⑧

837ρ00

②一⑨*⑬

43

48

合計

62

2度

54

63

4

15,500

72

4

②一⑨

1ρ08ρ00

②一⑩*⑬

84

3

福祉手当

149

108,500

②一⑦*⑬

89

老夫,鴛フモ

年

5

148

29

3度

96

②一①

5

平成29年

15,500

152

28

②一②

7

平成30年

182

25

②一⑩

【愛の手帳所持者/チ呈度別ノ18歳未満】

2,790,500

②一⑭

②一③

令和元年

195

②一⑦

511,500

②一⑧*⑬

34

②一④

令和2年

211

33

27

4度

(亘)一這1

令和3年

10,500

1度

33

29

15,500

②一⑥

令和4年②一⑬

29

令和4年金額

②一⑧

511,500

②一⑨*⑬

30

31

合計

42

2度

33

45

知的

1

15,500

51

年

1

②一⑨

640,500

②一⑩*⑬

56

平成29年

1

15,500

②一⑦*⑬

102

58

2

平成30年

106

10

3度

61

令和元年

2

15,500

108

令和2年

1

9

割合

125

10

②一⑩

1,フ72,000

②一⑮

令和3年

1度

127

310,000

②一⑧*⑬

14

令和4年

134

18

16

4度

10,500

20

14

3.369'0

12

3.389'0

2度

325,500

②一⑨*⑬

13

2.63yo

合計

17

20

3.85qo

21

18

26.179'0

3.599'0

21

25.009'0

3.799,'0

3度

367,500

②一⑩*⑬

28

23.039'0

31

47

26.379'0

35

42

26.159,、0

28,869、0

44

25.129'0

29.059'0

4度

1,018,500

②一⑯

57

26.979'0

68

23.63VO

フフ

24.629'0

41.61qo

25.59qo

42.57qo

合計

47.379'0

46,159'0

100.009,'0

45.649'0

100.009'0

45,509'0

100,009'0

100.009'0

100.ooqo

100.009'0

10 / 26



04-3■A4-精神【精神障害者保健福祉手帳所持者ノ等級別】【18歳以上】

「04-0■A4-全障害者数【障害者手帳所持者数の推移】」に記載するための材料です。

横にPページが記載されているのは、障害福祉プランに記載されております。

P136

福祉手当

年

平成29年

平成30年

【精神障害者保健福祉手帳戸斤持者/等級別】

令和元年

③一⑦

令和2年

令和3年

1級

【18歳未満】

15占00

令和4年③一⑬

令和4年金額

③一⑧

20

2級

27

28

③一⑨

福祉手当

0

697,500

③一⑦*⑬

36

年

123

40

3級

平成29年

142

45

平成30年

149

【精神障害者保健福祉手帳所持者/等級別/18歳以上】

令和元年

0

170

③一⑦

令和2年

196

125

③一⑧*⑬

合計

令和3年

207

125

辞及

15,500

令和4年③一⑬

150

0

令和4年金額

176

③一⑧

268

213

③一⑨*⑬

老主,買フ石

294

235

2級

③一①

327

③一②

0

382

③一⑨

697,500

③一⑭

③一③

福祉手当

0

449

③一④

年

487

③一⑦*⑬

3級

③一国

平成29年

③一⑥

平成30年

0

【精神障害者保健福祉手帳戸耐寺者ノ等級別ノ18歳末満】

令和元年

0

③一⑦

令和2年

③一⑧*⑬

令和3年

1級

15,500

令和4年③一⑬

0

令和4年金額

③一⑧

③一⑨*⑬

2級

精神

0

年

③一⑨

平成29年

0

③一⑭

平成30年

③一⑦*⑬

3級、

令和元年

0

令和2年

害1合

0

令和3年

0

1級

令和4年

③一⑧*⑬

フ.46ツ0

0

9.189、0

2級

8.569'0

③一⑨*⑬

9.429'0

45.909'0

8.919'0

ノ

0

48.309'0

9.249'0

3級

45.57yo

③一⑭

44.509'0

43.65ツ0

46.64VO

0

42.519'0

42.52qo

45,879'0

46.07③'0

100.009'0

47.449'0

100.009'0

48.259'0

100.009'0

100.ooyo

100.009"0

100.009'0

11 /26
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05-0■A4-視覚化(04-0画A4-全障害者数【障害者手帳所持者数の推移】より)

04-0男A4-全障害者数【障害者手帳所持者数の推移】 P8 の令和4年版の結果より視覚化しました。

、^^ーーー^+.ー.^「一.

1

如的障冨.角祁陳占

1

53

2 知的障害

3

^^^

" 1Jむ

11

「
^ 13,658,500

26000,000

14ρ00,000

22000,0〔X〕

10000,000

8ρ00,000

6000,000

4ρ00ρ00

2000000

2,790,500

54

"、叫と'ー'、鴫

17,146,500

区^ .、,、ー.' 1"』、、1、

163,902,000

● 1-"■^

13 658500

33,486,000

ヨ

^

8β70,000

205,758,000

ー'1

月額一合計金額

^

、.'

^

^

^

0

79.669'0

^

4 ヨ. J4.■

^

゛

2馬

29.919

人口にたいして、約30人に1人が障害者

、

■冒

16.279'0

・゛'1.

3厩

'

ι庁

E

.1〒1

ー"L、- 1"

.' J
,
,

100.009、0

r

1800

」 600

」,400

1200

1,000

800

600

400

200

0

毛、

ξ

^

^^勺
乢

ノ都,3ケ弓
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^

1■

1,543

'=゛甲一●

自件閉吉

211
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06-0■A4-生活保護の障害者加算

陳情の本文に記載するために調査致しました。

参照先: h廿 S:/WWW.mhlw

13 / 26

お住まいの地域の級地を確認[PDF形式:202K田[203K田

htt s:/WWW.mhlw

2

1級地-1

障害者加算

0

①加算額網額)

Web t doc?datald=82051000&detaT

0 Content k uchl.3010. df

区の存する地域

1級地

2級地

等級地

入院患者又は社会福祉施設

若しくは介護施設の入所者

諦及地

(2)障害者加算は、次に掲げる者について行う。

②のアに該当する者

e=0

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」という。)

のⅡ汲若しくは2級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者

(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について

初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)

障害者加算で検索

26,810

イ

24,940

障害等級表の諦及又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者

(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて

医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)。ただし、アに該当する者を除く。

(2)のイに該当する者

22,310

22,310

17,870

16,620

14,870

14,870

在
宅
者

ア



07-0詔A4-東京都所得ランキング

東京の平均所得ランキング東京の平均所得を市区町村別に比較しています。

「08-0回A4 -統計_所得からの障害者負担割合」 P15の資料作成のために使用しました。

NO 都市名

1 港区

2 千代田区

3 渋谷区

4 中央区

5 目黒区

所1与

6 文京区

7

1,163 万円

世田谷区

8

1,006 万円

新宿区

9 武蔵野市

886 万円

10 品川区

684 万円

11 杉並区

飴6万円

12 豊島区

621 万円

13 国」ι巾

5鉐万円

14 三鷹市

郭6万円

15 江東区

540 万円

16 台東区

505 万円

17 国分＼寺巾

470 万円

NO

18 大田区

460 万円

19

都市名

31

小金井市

4騎万円

20

八丈町青ケ島村

32

中野区

451 万円

21

荒川区

33

調布市

448 万円

22

北区

34

練馬区

442 万円

23

立川市

35

稲城市

441 万円

24

江戸川区

36

所1昇

小笠原村

433 万円

25

多摩巾

37

386 万円

墨田区

428 万円

26

日野市

38

379 万円

小平市

422 万円

27

板橋区

39

378 万円

狛江市

421万円

28

東久留米市

40

378 万円

町田市

419 万円

29

八王子市

41

371万円

府中市

405 万円

30

葛飾区

42

371万円

西東京市

404万円

真村山市

43

371万円

394 万円

東大和市

44

369 万円

393 万円

j青涼頁巾

45

361 万円

392 万円

足立区

46

356 万円

389 万円

昭島市

47

353 万円

389 万円

二宅村二宅村

48

350 万円

386 万円

大島町利島村

49

350 万円

羽村市

50

349 万円

あきる野市

51

347 万円

青梅市

52

339 万円

武蔵村山市

53

337 万円

西多摩郡瑞穂町＼
54

335 万円

三宅村御蔵島村

55

334 万円

福生市

56

320 万円

大島町神津島村

57

317 万円

大島町大島町

58

316 万円

大島町新島村

313'万円

西多座郡日の、出町1
60

311万円

八丈町八丈町

61

309 万円

西多摩郡奥多摩町'
62

308 万円

西多摩郡櫓原村1

ノノ

303 万円

300 万円

人、'ノ."^ノ

1293万円

292 万円

」

284,万円

イ

↓

264万円

一

^JιJ゛J゛ JI.J^

^

「γ"、、J/

^

ノ

^〒ノ^ ^^^
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08-0■A3-統計_所得からの蹄富者負担割合

格差の状凡確認'千代田区がいかに障害者にナこいしτ、手当が少ないかのための貸製

人口からの隠署者割合(人口を障害老で割った憧)

斯拐全額

σ府昇力ら地区の全障害宕数を割0た詰晃の割合X区民一人あたりの負担割合)

並び脊えをした.
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09-0匝A4-手当の給付福祉手当一覧りスト

補足資料

事務事業概要

頁

前回の文教福祉委員会で、受けられるサービスと言うのを手当に関してなら、記載しましたので、ご参照ください。

※区役所のホームページに記載がないです。

P271

手当名

(1) 障害者福祉手当

(区の制度)

※

月額

月額15,500円

273

274

特別児童扶養手当

(国の制度)

276

② 特別障害者手当

(国の制度)

対象

イ

次のいずれかに該当する人

1 身休障害者手帳1・2級の人

2 愛の手帳1~3度の人

3精神障害者保健福祉手帳1級の人

4 指定の難病にかかり医療券等(注釈)をお持ちの人

(東京都が発行する特定医療費(指定難病)受給者証または

都の医療券をお持ちの人)

5脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の人

6 戦傷病老(特別項症から第3項症まで)

障害児福祉手当

(国の制度)

月額10,500円

10

※

重度心身障害者手当

(都の制度)

1級 55,350円

2級 36,860円

(令和 6年4月より適用)

月額28.840

ウ? 経過的福祉手当

(国の制度)

月額15,690円

(令和6年4月改定)

7 身体障害者手帳3級の人

8 愛の手帳4度の人

月額60,000円

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、

養育している父母等に支給されます。

h廿 S: WWW.mhlw.0. bun a shouoalhoken '1dou/hu ou.html

心身障害者福祉手当

緒"の制度)

精神または身体に著しく重度の障害があるため、

日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人

月額15,690円

精神または身体に重度の障害があるため、

日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人

(令和6年4月より適用)

1重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な配處を必要とする程度の

著しい精神症状のある人

2 重度の知的障害と重度の身休障害が重複している人

3 重度の肢休不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、

座ってぃることが困難な程度以上の身体障害のある人

児童育成手当

緒3の制度)

月額15,500円

昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、

現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、

かつ障害基礎年金も支給されない方を対象としております。

【現在は、新規認定を行っておりません。】

特別障害給付金

日本年金機構

20歳以上で、おおむね以下の障害のある方。

1身体障害者手帳1'2級

2 愛の手帳1から3度

3脳性まひまたは進行性筋萎縮症

※65歳以上で新規申請の方、施設に入所している方、

本人の所得が制限基準額を超える方には支給されません。

子供1人につき

13,500円

都内に住所があり、次のいずれかに該当する子供(20歳未満)を扶養している方

1 愛の手帳1度から3度程度の知的障害

2 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害

3 脳性まひ、進行性筋萎縮症

保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。

また、子供が児童福祉施設等に入所しているときも支給されません。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、

障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

16 / 26



10-0罰A4-電車調査各私鉄状況

電車の話が文教福祉委員会で出ていた。

2024年現在、首都圏私鉄の枯神障害者割引状況を記載しておきます。

千葵 ◎京成電鉄

◎新京成電鉄

◎北総鉄道

htt)S:/ WW

◎ 千葉都市モノ レール

(モノレール)

h杜 S

kelsel.CO.0/CΠ玲 f11es ke

◎

東泉

WVVW.shinkelsel.CO

堤浜りゾートライン

(モノレール)

htわS,/ WWW.hokuso-ra11Wa

◎

5割引

東京モノレール

(モノレール)

hせ Sゾ Chib3・monora11.CO

htt s

◎

/to lcS 2024/33524/

5割引

東京都交通局

(都営地下鉄)

MASTER 0110/6 WHP H

Chlba-monorail'CO') mdex. h

htt 〕S

2024年6月1日(士)

◎

CO

5 割引

高尾登山電鉄

(ケープルカー)

WVVYV.tok odlsne reso!t

/toDlcs deta11/36284

htt s.//YVWVV.如k o-mono「ヨ」1 CO

2024年6月1日(土)

◎

/1ndex. h

埼玉

京王御岳登山鉄道

(ケープルカー)

5割引

htt s:/WWW.fu kushl.metro.tok o.1

2024年6月1日(士)~

◎秩父鉄道

df

tlckevwa!1blkl

tlckevwanblkl sel$h川Shou al・warlblkl/

htt s:/ WVVW.tak80t02an.CO

/tdr 絶Sort11ne f8拍 dlscount.html

普通乗車券(きっぷ)

◎

2010年4月1日(木)から

横浜市営地下鉄(全線)

金沢シーサイドライン

5割引

htt s

普通乗車券(きっぷ)

ews

WWW.mit8ketozan.CO

無料

df/ resS 20240411. df

htt s

普通乗車券はっぷ)

2025年4月1日(火)より

/shou el

茨城・栃木・群馬省略

/S

WWW.chlchlbu-r日ΠWe

5 割引+10円

h壮$ゾ YVWW.clt

Cable

精神障害者都営交通乗車証

都営交通無料乗車券

市営地下鉄(全線)及び金沢シーサイドライン(全線)を利用する場合、無料になります。

交付をうけるためには、年額1,200円(20歳未満は年額600円)の利用者負担が必要です。

5割引2024/04/26

htt Sゾ WWW.clt . okohama.1 . D kenl(0-1r o-fukushl fukushl-kaloo/fu kushl annal alshutsu kotsu fukushl

nichl'0 'ous as o.html

普通乗車券(きっぷ・1C)

5割引

tlmetable.h加〕1

Ok01柏ma.1

5割引

CO 1Πformatlon/warlblkl.html

令和6年8月1日(木曜日)より

普通乗車券

〕 ken ko・ir o-1Llku sh l fu ku s h l・ka ido fu kU 5 h l teido seis h ln selsln・ 2.htm l

鞘神

身体一知的

05 aken/tlcket.html
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11-0■A4-全障害者の説明

これから、身体障害者、知的障害者、精神障害者の判断基準を、提示します

Ⅱ・1■A4-身体障害の等級表

11-2亜A4-知的障害の障害認定基準

Ⅱ3■A4-精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準

PI~3 19 / 25

20

21

22

23 / 25

24 / 25

18 / 26



11-1■A4-身体障害の等級表

身体障害者手帳の概要

h杜 S:/WWW.mhlw.0.'/contenvooo0172197. df

> 等級表

PI~P3

19 / 26



級別 視覚障害

視力の良い方の眼
の視力(万国式試視
力表によって測った
ものをいい、屈折異
常のある者について
は、矯正視力につい
て測ったものをいう。
以下同じ。)カ《0.01以
下のもの

聴覚又は平衡機能の障害

1級

聴覚障害

1 視力の良い方の
眼の視力が0.02以
上0.03以下のもの
2 視力の良い方の
眼の視力が0.04か
つ他方の眼の視力
が手動弁以下のも
の

3 周辺視野角度(1
/4視拝による。
以下同じ。)の総和
が左右眼それぞれ
80塵以下かつ両眼
中心視野角度(1
/2視標による。
以下同じ。)が28度
以下のもの
4 両眼開放視認点
数が70点以下かつ
両眼中心視野視認
点數が20点以下の
もの

平衡機能
障害

音声機
省E、昌言吾
機能又
はそしゃ
く機能の
障虫

身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

両耳の聴カレベル
がそれぞれ 100デシ
ベル以上のもの(両耳
全ろう)

2級

上

肢

1 両上肢の機能を
全廃したもの

2 両上肢を手関節
以上で欠くもの

肢

体

下

1 両下肢の機能を
全廃したもの

2 両下肢を大腿の
2分の1以上で欠
くもの

肢

1 視力の良い方の
眼の視力が0.04以
上0.07以下のもの
(2級の2に該当す
るものを除く。)
2 視力の良い方の
眼の視力が0.08か
つ他方の眼の視力
が手動弁以下のも
の

3 周辺視野角度の
総和が左右眼モれ
ぞれ80度以下かつ
両眼中心視野角度
が56度以下のもの
4 両眼開放視認点
数力匂0点以下かつ
両眼中心視野視認
点数が40点以下の
もの

不

1 両上肢の機能の
著しい障害

2 両上肢のすべて
の指を欠くもの

3 -上肢を上腕の
2分の1以上で欠
くもの

体

自

体幹の機能障害に
より坐っていることが
できないもの

幹

両耳の聴カレベル
が90デシベル以上の
もの(耳介に接しなけ
れば大声語を理解し
得ないもの)

1 両下肢の機能の
著しい障害

2 両下肢を下足の
2分の1以上で欠
くもの

3級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

4 -上肢の機能を
全廃したもの

由

上肢機能

不随意運動
・失調等によ
り上肢を使用

動作がほとん
ど不可能なも
の

1 体幹の機能障
害により坐位又
は起立位を保つ
ことが困難なもの

2 体幹の機能障
害により立ち上
がることが困難
なもの

平衡機
能の極め
て著しい
障害

心臓、じん騰若しくは呼吸器又はぽうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

移動機能

不随意運動
・失調等によ

能なもの

音声機
能,言語
機能又
はそしゃ
く機能の
喪失

心臓機能障
害

不随意運動
失調等によ
り上肢を使用
する日常生活
動作が極度に
制限されるも
の

1 両上肢のおや指
及びひとさし指を
欠くもの

心臓の横
能の障害に

身辺の日常
生活活動が
極度に制限
されるもの

じん臓機能
障害

2 両上肢のおや指
及びひとさし指の
機能を全廃したも
の

不随意運動
失調等によ
り歩行が極度
こ制限される
もの

じん臓の機
能の障害に

身辺の日常
生活活動が
極度に制限
されるもの

呼吸器機能
障害

1 両下肢をシヨパ
一関節以上で欠く
もの

3 -上肢の機能の
著しい障害

4 -上肢のすぺて
の指を欠くもの

5 -上肢のすべて
の指の機能を全
廃したもの

呼吸器の

により自己
の身辺の日
常生活活動
が極度に制
限されるもの

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

2 -下肢を大腿の
2分の1以上で欠
くもの

3 -下肢の機能を
全廃したもの

ぽ'こ'又
は直腸の機
能の障害に
より自己の

生活活動が
極度に制限
されるもの

体幹の機能陣害
により歩行が困難
なもの

小腸機能障
害

小腸の機
能の障害に
より自己の

生活活動が
極度に制限
されるもの

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

不随意運動
失課等によ
り上肢を使用
する日常生活
動作が薯しく
制限されるも
の

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
の機能の障

常生活がほ
とんど不可
能なもの

肝臓機能
障害

不随意運動
失調等によ
り歩行が家庭
内での日常
生活活動に
制限されるも
の

肝臓の機
能の障害に
より日常生

とんど不可
能なもの

心臓の機
能の障害に
より家庭内
での日常生
活活動が薯
しく制限され
るもの

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
の機能の障
害により日
常生活が極
度に制限さ
れるもの

じん臓の機
能の障害に
より家庭内
での日常生
活活動が葛
しく制限され
るもの

肝臓の機
能の障害に
より日常生
活活動が極
座に制限さ
れるもの

呼吸噐の
機能の障害
により家庭
内での日常
生活活動が
著しく制限さ
れるもの

ぽうこう又
は直腸の桜
能の障害に
より家庭内で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

小腸の機
能の障害に
より家庭内で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

ヒト免疫不
全ウイルス
こよる免疫
の機能の障
害により日
常生活が善
しく制限され
るもの(牡会
での日常生
活活動が若
しく制限され
るものを除
<。)

肝臓の機
能の障害に
より日常生
活活動が薯
しく制限され
るもの(牡会
での日常生
活活動が著
しく制限され
るものを除
く。)
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級別 視覚障害、

1 視力の良い方の
眼の視力が0.08以
上0.1以下のもの(
3級の2に該当する
ものを除く。)
2 周辺視野角度の
総和が左右眼それ
ぞれ80座以下のも
の

G 両眼開放視認点
數が70点以下のも
の

聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害

1 両耳の聴カレベル
が80デシベル以上
のもの(耳介に接し
なけれぱ話声語を
理解し得ないもの)

4級

平衡機能
障害

音声機
能、言語
機能又
はそしゃ
く機能の
障害

2 両耳による普通
話声の最良の語音
明瞭度が50パーセ
ント以下のもの

音声機
負色,^言吾
機能又
はモしゃ
く機能の
著しい障
害

上

肢

1 両上肢のおや指
を欠くもの
2 両上肢のおや指
の機能を全廃した
もの
3 -上肢の肩関
節,肘関節又は手
関節のうち,いず
れか一関節の機
能を全廃したもの
4 -上肢のおや指
及びひとさし指を
欠くもの
5 -上肢のおや指
及びひとさし指の
機能を全廃したも
の

6 おや指又はひと
さし指を含めてー
上肢の三指を欠く
の

7 おや指又はひと
さし指を含めてー
上肢の三指の機
能を全廃したもの
8 おや指又はひと
さし指を含めてー
上肢の四指の機
能の著しい障害

肢

体

1 視力の良い方の
眼の視力が02かつ
他方の眼の視力が
0.02以下のもの
2 両眼による視野_
の2分の1以上が
欠けているもの
3 両眼中心視野角
座が56麿以下のも
の

4 両眼開放視認点
数が70点を超えか
つ100点以下のも
の

5 両眼中心視野視
認点数が40点以下
のもの

下

1 両下肢のすべて
の指を欠くもの
2 両下肢のすべて
の指の機能を全
廃したもの
3 -下肢を下腿の
2分の1以上で欠
くもの
4 -下肢の機能の
著しい障害
5 -下肢の股関節
又は膝関節の機
能を全廃したもの
6 -下肢が健側に
比して10センチ
メートル以上又は
健側の長さの10
分の1以上短いも

肢

不

5級

体

自

幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

平衡機
能の善し
い障害

由

上肢接能

不随意運動
・失調等によ
る上肢の機能
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限される
もの

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぽうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

移動槻能

1 両上肢のおや指
の機能の薯しい障
害
2 -上肢の肩関
節,肘関節又は手
関節のうち,いず
れか一開節の機
能の著Lい障害
3 -上肢のおや指
を欠くもの
4 -上肢のおや指
の機能を全廃した
もの
5 -上肢のおや指
及ぴひとさし指の
機能の善しい障害
6 おや指又はひと
さし指を含めてー
上肢の三指の桃
能の著しい障害

不随意運動
・失認等によ
り社会での日
常生活活動
が著しく制限
されるもの

,

心臓機能障
害

心臓の横
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著しく
制限される
もの

じん臓機能
障害

1 -下肢の股関節
又は膝関節の機
能の著しい障害
2 -下肢の足関節
の機能を全廃した
もの
3 -下肢が健側に
比して5センチメー
トル以上又は健側
の長さの巧分の1
以上短いもの

じん臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

呼吸器機能
障害

体幹の樵能の著
しい障害

呼吸器の
機能の障害
により社会で
の日常生活
活動が薯しく
制限されるも
の

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

ぼうこう又
は直腸の機
能の障害に
より社会での
日常生活活
動が著しく制
限されるもの

小腸機能障
^
^

不舳意運動
・失調等によ
る上肢の機能
障害により社
会での日常生
活活動に支障
のあるもの

小腸の機
能の障害に
より社会での
日常生活活
動が著しく制
限されるもの

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

不随意運動
・失調等によ
り社会での日
常生活活動に
支障のあるも
の

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
の機能の障
害により社
会での日常
生活活動が
薯しく制限さ
れるもの

肝臓機能
障害

肝臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著し
く制限され
るもの

》、X



級別 視覚障害

視力の良い方の眼
の視カカ(0.3以上0.6
以下かつ他方の眼
の視力が0.02以下の
力の

聴覚又は平衡機能の障害

6級

聴覚障害

1 両耳の聴カレペ
ルが70デシベル以
上のもの(40センチ
メートル以上の距離
で発声された会話
語を理解し得ない
もの)

平衡機能
障害

音声機
能言毛
機能又
はモしゃ
く機能の
障害

2 -側耳の聴カレ
ベルが90デシペル
以上.他側耳の聴力
レベルが50デシベ
ル以上のもの

上

肢

1 -上肢のおや指
の機能の著しい障
害
2 ひとさし指を含
めて一上肢の二
指を欠くもの
3 ひとさし指を含
めて一上肢の二
指の機能を全廃L
たもの

7級

肢

体

下

1 -下肢をりスフ
ラン関節以上で欠
くもの
2 -下肢の足関節
の機能の著しい障
害

肢

不

1 -上肢の機能の
軽度の障害
2 -上肢の肩関
節.肘関節又は手
関節のうち,いず
れか一関節の機
能の軽度の障害
3 -上肢の手指の
機能の軽度の障
害
4 ひとさし指を含
めて一上肢の二
指の機能の著しい
障害
5 -上肢のなか
指,くすり指及び
小指を欠くもの
6 -上肢のなか
指,くすり指及び
小指の機能を全
廃したもの

体

自

同一の等級について二つの重抜する障害がある場合は,1級うぇの級とする。ただし,二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは.該当等級とする。
肢体不自由においては,7級に骸当する障害が2以上重複する場合は,6級とする。2

異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については,障害の程座を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。3

4 「指を欠くもの」とは'おや指については指骨問冏節,その他の指については第一指骨闇関節以上を欠くものをいう。
5 「指の機能障害」とは,中手指節関節以下の障害をいい,おや指については,対抗運動障害をも含むものとする。
上肢又は下肢欠損の断端の長さは,実用長(上腕においては賊窃より,大昆においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。6

下肢の長さは,前腸骨輔より内くるぷし下端までを計測したものをいう。7

備考

幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

由

1 両下肢のすべて
の指の機能の宕し
い障害
2 -下肢の機能の
軽度の障害
3 -下肢の股関
節,膝関節又は足
関節のうち,いず
れか一関節の機
能の軽度の障害
4 -下肢のすべて
の指を欠くもの
5 -下肢のすべて
の指の機能を全
廃したもの
6 -下肢が健側に
比して3センチメ
ートル以上又は健
側の長さの20分
の1以上短いもの

上肢磯能

不随意運動
・失鯛等によ
り上肢の機能
の劣るもの

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぽうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくぱ肝臓の機能の障害

移動機能

不随意運動
・失調等によ
り移動機能の
劣るもの

心臓機能障
害

じん臓機能
障害

上肢に不随
意運動・失鯛
等を有するも
の

呼吸器機能
障害

下肢に不随
意運動・失調
等を有するも
の

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

小腸機能障
害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

]ノノ

肝臓機能
障害

2)



11-2留A3-知的障害の障害認定基準

参照先:困対象者(愛の手帳Q&A)

愛の手帳の交付対象となる方はどのような人ですか

東京都では、発達期(18歳末満)までにアンカー何らかの原因により知的機能の障害がおこり、

そのために日常生活に相当な不自由を生じ、福祉的配慮を必要としている方に愛の手帳を交付してぃます。

※自閉症スペクトラム障害などの方で、知的障害を伴うと判定された場合には、愛の手帳が交付されます。

(知的障害を伴わない場合は、愛の手帳の交付対象とはなりません。)

・東京都福祉局東京都心身障害者福祉センター

h廿 S: VVV、/W.fukushimetTO.tok 01. shinsho fe

愛の手帳の障害の程度はどのように決めるのですか

「愛の手帳」の判定基淮に基づいて、知能検査による知能指数(1Q)と日常生活の様子から、知的な障害のチ呈度を総合的に判断して1呈度を決定しています。

等級判定のガイドライン等について専門家検討会(第5回)

0知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。

知的障客の障害認定基準

等級

IJ妾

どのような状態ですか

techo

以下の説明は18歳以上の場合です。児童については年断に応じて異なった基準で度数を決定しますので、同じ度数でも年齢により巽なった状態になります。

最重度とは、知能指数(1Q)がおおむね19以下で、生活全般にわたり常時個別的な援助が必要となります。

例えば、言葉でのやゆ取りやごく身近なことについての理解も難しく、意思表示はごく簡単なものに限られます。

上は判定基準の一部分について例示したものであり、最終的には総合判定により障害の程度が決められます。

3 taishou html

4度

日常的な身のまわりの多くのことにおいて他者の支援を必要とし、場合によっては常時の付き添いが必要になることもあります。

会話や身ぷりを使った非常に限られたコミュニケーションや単純な指示を理解できる場合があります。

ほかの疾患や身体障害の併存が多くみられますが、重度の身体障害の併存がない場合は、日常動作の一部を手伝うことができる場合もあります。

2震

以下の説明は18歳以上の場合です。児瓢については年齢に応じて異なつた基準で度数を決定しますので、同じ度数ても年鵬により異なった状態になります。

重度とは、知能指数(1Q)がおおむね20から34で、社会生活をするには、個別的な援助が必要となります。

例えば、読み書きや計算は不得手ですが、単純な会話はできます。

生活習慣になっていることであれぱ、言葉での指示を1弼早し、ごく身近なことについては、身振りや2語文チ呈度の短い言葉で自ら表現することができま司
国常生活では、個別的援助を必要とすることが多くなります。

上は判定基準の一部分について例示したものであり、最終的には総合判定により障害のチ呈度が決められます。

以下の説明は18歳以上の場合です。児童については年齢に応じて異なつた基準で度数を決定しますので、同じ度数でも年齢により異なった状態になります。

軽度とは、知能指数(1Q)がおおむね50から75で、簡単な社会生活の決まりに従って行動することが可能です。

例えば、日常生活に差し支えないキ呈度に身辺の事柄を理解できますが、新しい事態や時や場所に応じた対応は不十分です。

また、日常会話はできますが、抽象的な思考が不得手で、こみいった話は難しいです。

上は判定基準の一部分について例示したものであゆ、最終的には総合判定1こより障害のチ呈度が決められます。

言語やコミユニケーションなどが、年齢相応に其斯寺されるよりも未熟であったり、

日常生活でも複雑な課題については支援が必要な場合があゆます。

言語や数、時間や金銭などの概念をほぽ理月早できず、食事や身じたく、排池などの日常生活の多くの行動にも援助が必要です。

語桑や文法が限られた単純な会話や、身ぷゆによるコミユニケーションを理解できる場合もあります。

ほかの疾患や身体障害が併存していることも多く、疾患によつては医療的な支援が必要となります。

3度

以下の説明は18歳以上の場合てす。児童については年郵に応じて異なった基準て度数を決定しますので、同じ度数でも年齢により異なった状態になります。

中度とは、知能指数(1Q)がおぉむね35から49で、何らかの援助のもとに社会生活が可能です。

例えば、ごく簡単な読み書き計算ができますが、それを生活場面で実際に使うのは困難です。

具体的な事柄についての理解や簡単な日常会話はできますが、日常生活では声かけなどの配慮が必要です。

上は判定基準の一部分について例示したものであり、最終的には総合判定によゆ障害の程度力匂夬められます。
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知的障害により労働が制限を受ける状態

記憶や言語、読み書きや数学的思考、時間や金銭の理解や実用的知識の習得、

コミユニケーションなどにおいて、同年代の子ども達に比べて明らかな遅れがみられます。
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11-3困A3-精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準

000610453_精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について_厚生労働省

htt 5: WWW.mhlw.0.' content 12200000 000610453. df

障害等級の基本的なとらえ方

NO 等級

(1) 1級

内合

精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、

ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。

在宅患者においては、医療機関等への外出を自発的にできず、付き添いが必要である。

家庭生括においても、適切な食事を用意したり、後片付け等の家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時援助を必要とする。

親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである。自発性が著しく乏しい。

自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。

日常生活において行動のテンポが他の人のぺースと大きく隔たってしまう。

些細な出来事で、病状の再燃や悪化を来しやすい。

金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。

(2) 2級 精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである

この日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、
'

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。

例えぱ、付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。

医療機関等に行く等の習慣化された外出はできる。

また、ディケア、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。

以下「障害者総合支援法」という。)に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用することができる。

~最イ妾

食事をバランス良く用意する等の家事をこなすために、助言や援助を必要とする。

清潔保持が自発的かつ適切にはできない。

金銭管理ができない場合がある。

社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。

自発的な行動に困難がある。

日常生活の中での発言が適切にできないことがある。

行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと病状の再燃や惡化を来しやすい。

社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。

③ 3級 精神障害の状態が、臼常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。

例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。

ディケア、障害者総合支援法に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する者、

あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。

日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。

清潔保持は困難が少ない。

対人交流は乏しくない。

引きこもりがちではない。

自主的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。

行動のテンポはほぽ他の人に合わせることができる。

普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。

金銭管理はおおむねできる。

社会生活の中で不適当な行動をとってしまうことは少ない

日常生活能力の判定
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イ

適切な食事摂取

ウ

身辺の清潔保持及び規則正しい生活

二C

0

金銭管理及び買物

オ

通院及び服薬(要・不要)

力

他人との意思伝達及び対人関係

キ

身辺の安全保持及び危機対応

ク

社会的手続及び公共施設の利用

趣味・娯楽への闌心及び文化的社会的活動への参加

ア



12-0亜A4-事務事業概要の障害者福祉手当について

この負料は、ホ務求業概要と障害拙祉プランの差異を表示しております。

亭務ホ萎概要俣僅福祉部1 令和4年千代田区

P 272 李業叉1ム(令和4年3月末時貞)

区分

身体脚汽礼手崚1

謎の手帳1

身体郡冉?1手帳3怨

2鍛

令和3年震

? 3震

受のチ帳4疫

延支給老政

支給額

対叡〒1数

令和2年度

姑朴陣害升侃牡杯祉手帳

1熊

X17ゞιヨi3?8
51 584000

延支輪岩数

支耗額

令和元年度

対鼠老数

y'ー、三250

虹病医擢費助成

286

503乃.000

14038500

延支1合〒1散

1 337

支粭額

'に・3.301

①令和元年の支給額が「51,172,000」になっておりますが、 3301× 15,500・「51,165,500」になります。

差異[¥6,500、」は、どこからうまれたのでしょうか?説明を求めま寸。

"

②「障害者揺祉プラン」のP128で障害者の全人数が1897人である。

③難病者は、 693人である。、

④全手帳持ち十難病を加えても、 2590人である。

⑤以上のことから、 3000人を超えているのは、全くもって意味不明で寸。

?73

対象者数

51 172000

]16

13.335.000

1 270

延生給〒1散

2 232,000

273

14ム

支林額

109

',,ゞ 3,30゛ノ

5〕.165,500

封象老数

12 526500

]]93

14

2 108.000

障害者福祉プラン令和6年3月千代田区

136

366乃.000

? 366

104

⑥次に3000人を超えているのなら、当然支給額にも影響があるはずである。

⑦会計や経理、監玄もきずくと思うのですが 0

⑧「事務事業概要」P271の予算額とかが、例年と同程度であるなら、歴代申し送り事項でなっている可能性がある。

6.500

Ⅱ

匝亙

191

1.488.000

37246 500

詔01゛]5500

差宍

96

2403

11

11

200

区分

降当老乎帳所持骨数の椎郡 189

38254000

⑨公益通張の方を相談Lたら、議会に質問したらの扱いでしたので、公'通枢が弐能しており」、Uん。

⑩また、通報を蛾がる人や、公益通蛾制度を知らない人がまだまだ、多いです。

⑪公益通報が市民が介入できるように改正を希望Lます。

2468

等鰻

P129

197

99^_,1
^ミ、/i 宇

よ弍"、,J

P135

1卦'

40

⑫以上のことから、羽立椛の発動を望みます。

1超,

P129

Ud

⑬予算額だけで、径の中身は後々更新していると思われるので、執行額が変わると思っている。

凾)事務耶業概要P214、 2 16、 217 は降害者福祉プランと障害者数が一致している。

⑮特に、延支給者数と、対象者数の意眛不明です。

⑯以上の事について、説明を求めます。

2短'

1度

106

小計

身帳1

人

P135

249

2度

7

合冬t/、数障戦者籍祉手当全頬明)

置

令和3年震

51

4皮

89

P136

3度

296

48

菊神

シε93'

3最

独丘

1級

0

P138

799

106

40

致病

4度

296

89

0

疾病弊

15.500

385

25/26

全類【年)

89

693

12394.500

干務郡萎擬要悍佳福祉部1 令和4生千代田区

40

]0500

do

M8614 000

、ーゞ●ン、ー、が、,'ご,/J -'X

4 042500

安致進美゛る

693

15500

693

区分辱疑

485]0000

620000

P214 身'七ノ 1鰻

^

15500

イ÷

P216 又

ど

7 440000

10741500

身佳P?14

2起

2

汁

崖

P216 弐

128.898.000

股 3屡

8

P217 補弊

6鵠

3巌二

296

」
一
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■ 厚生労働省HP

直 身体障害者手帳の概要

hⅡ〕S YV、V、V I"blw o

圃 特別児童扶養手当

hl[〕S'/<νWw mhlw

■ お住まいの地域の級地を確認[PDF形式:202K田[203KB]

hⅡ狐ノノWVVW.mhlvY do.] C0ΠICΠ1/k uchi 3010 Ddf

>等級表

允ontent,/0000172]97 df

■ 障害者加算で検索

hⅡ〕S.ノノいハVW.川hlW σ0

0 〕 1)[川 a S110u alh01<〔川ノ 1dou/hⅡ OL;11tml

匿 障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領

}}Ⅱ}S.//WWV/.爪hlW 川「11e 04・Houd0Ⅱha D OU・12512000・Nenklnk 01御・」1

画 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

h11 S'ノ<Wハν mhlw o o web l doc?datald=oota4615&dataT ne=1&)a eNO=1

/web/t doc?(捻1創d=820騒山0&da{aT

h11〕S /、VWW、mhlw.0. ycor11eΠ1/12200000 000610453 X仟

亜 夷京都福祉局東京都心身障害者福祉センター

亜 対象者(愛の手帳Q&A)・東京都福祉局東京都心身障害者福祉センター

h11〕$/ WWW.fukushl metro tok 0 レノSh"]5ho/fa 丸Ocho (1a 'ta15hoU 11tml

■ 千代田区

皿 千代田区陣害福祉プラン

e=0

令和6年3月

千代田区

011kanrlkヨノ0000130048 df

画 事務事業概要

保険福祉音側

令和4年版

千代田区

人口と世帯数の推移

画

障害者手帳所持者数の推移

身体障害者手帳所持者/等級別

愛の手帳所持者/程度別

精神障害者保健福祉手帳所持者/等級別

令和 6年7月8日文教福祉委員会(未定稿)

htt s // 1k31、chl oda、10k o yabout Π1Ⅱe1 2024ノ川es/202407081〕Lmk ouk;roku xjf

酉 障害者福祉手当(18歳未満の方も対象)

川1

障害者福祉手当

事業実績

■

/ WWW

特別障害者手当(国の制度)

画

P126 ~ P136

h lt

各区・市役所等HP

その他

身体・知的

1

画

/

1

各電車事業所HP

D126

W

dd.1

■

1

その他

亜精神2級で支給されている他区の例

P128

P129 ~ P131

P135 ~ P136

P136

/koho/k

1

精神人数

Ia l

匝

1<0/SI

/k01

28840

心身障害者福祉手当2級さいたま市

https:ノ/WWVV.city.S81tama.1且」P/002/003/004/003/0OVPO05696_d/f1リ10_7Syou・teaten・ennkln.pdf

P271

P272

k

■

ko/SI

藤沢市障がい者福祉手当精神障がい者保健福祉手帳1、2級月額4,000円

htゆS:ノノWWW.city.fujlsawa.kanagawa.jp/shogaifu/kenko/fukushl/sh0三ai/t舶te/t舶te.htm!

techo/ch 11(1

P273~P278

P214,216,

■

ha/1

特別児童扶養手当 2級神戸 36,860

障害者特別給付金 2級 1956年(昭和31年) 4月1日以前生まれの者67,808円

障害者特別給付金 2級 1956年(昭和31年) 4月2日以降生まれの者68,000円

ht如S:ノ/WWW.cltyjくobe.1e.jp/a40792/kenko/h8Πdlcap/selkatsU川ltsu/kelzalshien/S0腿址ml

ノ

217

te/10kul〕el

1 1]hl]{

html
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